
大阪菓子健康保険組合にご加入の皆さまへお知らせ

チェックイン時に「健康保険被保険者証」をご提示で、１名１泊あたり

500円割引！！（１泊２食ご利用の小学生以上の方）※所持人及び同伴者３名まで対象

◎割引除外日や割引対象外のプランもございます。詳しくは各宿までお問い合わせください。

かんぽの宿 検 索詳しくは、かんぽの宿ホームページをご覧ください。

との利用提携について

・ どなたにでもご利用いただけるホテル・旅館です。

・ ご利用料金は、お１人様１泊２食１１，０００円程度からです。(通常日１室２名利用時)

・ 幼児（６歳以下、小学生を除く。）の宿泊料金は無料です。
※お食事及び寝具等はご利用分のみ料金をいただいております。

●かんぽの宿は

●提携内容

●ご予約方法

ご利用日の6か月前の月の初日からお電話等でご予約いただけます。
ただし、お電話は8時30分からの受付となります。

※お電話等でのご予約とは電話、インターネット及び各宿フロントでのご予約です。

◎ご予約の際、「大阪菓子健康保険組合」の会員様であることをお知らせください。
（インターネットからご予約の際は、備考欄にご記入をお願いいたします。） ※掲載の写真は すべてイメージです。

※温泉は、源泉に加水、加温、循環ろ
過、塩素系薬剤を注入し、衛生管理
に努めています。

かんぽの宿熱海（別館）

TEL：0557－83－6111

かんぽの宿熱海（本館）
TEL：0557－83－6111

※暴力団関係者等反社会的勢力の利用をお断り

します。
※入れ墨（タトゥー）をしているお客さまは、他のお
客さまから入れ墨（タトゥー）が見えない状態での
ご利用をお願い申し上げます。

健保だより健保だより
大阪菓子

ご家庭へ持ち帰り、みなさまの健康増進にお役だてください

表紙写真：あべのハルカスからの眺望【提供／ぼんち株式会社】

大阪菓子健康保険組合ホームページ　http://www.kasiken.sakura.ne.jp 菓子健保 検索

加入者、事業主の皆さまへ（P.2）
平成30年度　予算のお知らせ（P.3、4）
平成30年度　保健事業のあらまし（健康づくり事業）（P.5）
平成30年度　健診事業スケジュール（P.6、7）
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加入者・事業主の皆さまへ
平成30年度は、健康保険料率の変更はありませんが

介護保険料率を引き下げました

平成30年３月１日からの料率表

◎健康保険料率
事業主 被保険者 計

一般保険料率
（1000分の） 52.385 51.385 103.770 

❖基本保険料率（再掲）
（1000分の） 29.396 28.396 57.792 

❖特定保険料率（再掲）
（1000分の） 22.989 22.989 45.978 

❖調整保険料率
（1000分の） 0.615 0.615 1.230 

計
（1000分の） 53.000 52.000 105.000 

❖基本保険料：加入者への各種保険給付をはじめ、保健・福祉事業に使われる保険料
❖特定保険料：高齢者医療制度等への支援金に使われる保険料
❖調整保険料： 全国の健康保険組合が共同で行っている、「共同負担事業」等の財源を確保するため、

各組合が拠出している保険料

◎介護保険料率【40歳以上65歳未満の人が該当】� （1000分の2引き下げました）

事業主 被保険者 計

介護保険料率�
（1000分の） 9 9 18 

計�
（1000分の） 9 9 18 

◎健康保険料率＋介護保険料率� （昨年度より1000分の2下がってます）

事業主 被保険者 計

合　　計
（1000分の） 62.000 61.000 123.000 

くわしくは、大阪菓子健康保険組合ホームページ「新着情報」をご覧ください。
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第
2
期
「
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
」
に
基
づ
き
、

　
　
　
　
　
　
効
果
的
な
保
健
事
業
で
皆
さ
ま
の
健
康
を
守
り
ま
す

　

当
健
保
組
合
の
平
成
30
年
度
の
予
算
は
、
経
常
収
支
額
は

前
年
度
に
対
し
1
億
３
５
５
万
円
減
の
９
５
６
９
万
円
の
経

常
赤
字
を
計
上
し
、
４
年
ぶ
り
の
赤
字
と
な
り
ま
し
た
。

　

経
常
収
支
が
赤
字
に
な
っ
た
要
因
と
し
ま
し
て
は
、
前
年

度
に
対
し
保
険
給
付
費
が
２
６
０
５
万
円
、
高
齢
者
医
療
に

対
す
る
納
付
金
が
1
億
１
４
２
１
万
円
の
増
加
、
特
に
納
付

金
の
負
担
増
が
大
き
く
関
係
し
た
結
果
、
経
常
収
支
は
赤
字

と
な
り
ま
し
た
。

　

赤
字
分
は
準
備
金
か
ら
１
億
３
０
０
０
万
円
繰
入
し
、
平

成
30
年
度
末
法
定
準
備
金
保
有
率
は
１
５
０
．８
０
％
と
な

経
常
収
支
は
４
年
ぶ
り
の
赤
字
に

り
ま
す
。

　

厳
し
い
健
保
財
政
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
の
が
医
療
費
増

に
よ
る
保
険
給
付
費
の
増
加
や
高
齢
者
医
療
へ
の
納
付
金
の

負
担
増
な
ど
、
健
保
組
合
が
必
ず
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
義
務
的
経
費
の
増
加
で
す
。

　

健
康
保
険
組
合
連
合
会
の
報
告
に
よ
り
ま
す
と
、
全
国
の

健
保
組
合
全
体
で
平
成
28
年
度
決
算
見
込
拠
出
金
負
担
の
状

況
を
み
る
と
義
務
的
経
費
（
法
定
給
付
費
と
高
齢
者
医
療
へ

の
拠
出
金
）
に
占
め
る
拠
出
金
の
割
合
は
46
％
に
の
ぼ
っ
て

お
り
、
こ
の
割
合
が
50
％
を
超
え
る
組
合
も
４
分
の
１
の

３
６
３
組
合
と
な
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

第
２
期
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
第

２
期
６
年
間
で
実
施
す
る
保
健
事
業
の
中
で
、
各
年
度
で
何

を
達
成
す
る
か
、
ま
た
目
指
す
べ
き
姿
を
短
期
と
長
期
の
両

方
の
視
点
で
イ
メ
ー
ジ
し
な
が
ら
策
定
し
ま
す
。
大
切
な
の

は
、
具
体
的
な
対
策
で
あ
る
保
健
事
業
の
検
討
に
つ
な
が
る

よ
う
に
、
問
題
の
構
造
を
明
確
に
す
る
た
め
の
分
析
及
び
現

状
把
握
し
ま
す
。

　

実
施
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
健
診
の
結
果
、
診
療

報
酬
明
細
情
報
等
を
活
用
し
、
保
険
者
、
事
業
所
、
加
入
者

等
ご
と
に
、
生
活
習
慣
の
状
況
、
健
康
状
態
、
医
療
機
関
へ

の
受
診
状
況
、
医
療
費
の
状
況
等
を
把
握
し
、
分
析
を
し
ま

す
。

　

当
健
保
組
合
で
は
、
平
成
30
年
度
に
つ
き
ま
し
て
も
、
皆

さ
ま
か
ら
お
預
か
り
し
た
大
切
な
保
険
料
を
有
効
に
活
用
す

べ
く
、
保
健
事
業
の
充
実
や
財
政
の
健
全
性
に
十
分
留
意
し

な
が
ら
事
業
運
営
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

第
２
期
「
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
」
に
沿
っ
た

組
合
独
自
の
保
健
事
業
の
充
実
に
努
め
ま
す

■
平
成
30
年
度
　
予
算
の
お
知
ら
せ

３
５
億
９
０
０
８
万
円

▲
９
５
６
９
万
円

予
　
算
　
総
　
額

経
常
収
支
差
引
額

●●

　
大
阪
菓
子
健
康
保
険
組
合
の
平
成
30
年
度
の
予
算
案
が
２
月
14
日
開
催
の
第
１
２
２
回
組
合
会
に
お
い

て
可
決
承
認
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
そ
の
概
要
を
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

収入支出
予算額
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収　　　入（千円）

保 険 料 300,844
繰 越 金 0
繰 入 金 15,000
雑 収 入 8

合　　　計 315,852

支　　　出（千円）

介 護 納 付 金 309,894
雑 支 出 3
予 備 費 5,955

合　　　計 315,852

収　　　入（千円） 被保険者１人
当たり収入額（円）

保 険 料 3,045,033 420,005
基 本 保 険 料 1,695,852 233,911

特 定 保 険 料 1,349,181 186,094

国 庫 負 担 金 1,474 203
調 整 保 険 料 36,094 4,978
繰 越 金 0 0
繰 入 金 130,000 17,931
国 庫 補 助 金 収 入 603 83
特定健康診査等事業収入 0 0
財 政 調 整 事 業 交 付 金 35,201 4,855
雑 収 入 25,827 3,562

合　　　　計 3,274,232 451,618
経常収入合計 3,072,933 423,853

支　　　出（千円） 被保険者１人
当たり支出額（円）

事 務 費 86,757 11,966
保 険 給 付 費 1,626,941 224,406
納 付 金 1,349,126 186,086

前 期 高 齢 者 納 付 金 717,775 99,003

後 期 高 齢 者 支 援 金 618,194 85,268

そ の 他 13,157 1,815

保 健 事 業 費 94,372 13,017
還 付 金 2 0
財 政 調 整 事 業 拠 出 金 36,094 4,978
連 合 会 費 2,421 334
積 立 金 3,003 414
雑 支 出 ・ そ の 他 6,000 828
予 備 費 69,516 9,588

合　　　　計 3,274,232 451,618
経常支出合計 3,168,621 437,051

経常収支差引額 ▲ 95,688 千円

健保財政悪化の最大要因
65～74歳が対象の前期高齢者医療制度への納
付金と75歳以上の後期高齢者医療に対する支援
金などです。納付金は前年度比で１億 4,121万円
増加となっています。

Point！❸

さらに一歩進んで、健康増進への
機会の提供につとめる
皆さまの健康の保持に必要な健診費用の一部補
助金や、病気の予防など健康管理事業や広報誌
の発行などの費用です。

Point！❹

組合運営の主要財源
毎月の給与とボーナスから納めて頂く保険料は
健保組合の主要財源です。「基本保険料」は皆さ
まの医療費などに使われ、「特定保険料」は高齢
者の医療費を支えるために使われます。
近年は景気回復に伴い、販売価格は上昇基調に
あるが、長期的には市場の縮小が予想される。

Point！❶

医療費高額化で着実に増加傾向の
保険給付費
医療費の給付や出産、傷病手当金等の給付など
をするための費用です。医療費の高額化などに
より、増加傾向にあります。

Point！❷

健
康
保
険
分

平成30年度収入支出予算概要

介護保険分

◉被保険者数　7,250人
・特定健診の受診対象者数　3,000人
◉平均標準報酬月額（育児休業等保険料免除者除く）　286,983円

◉総標準賞与額（年間合計）　4,507,891千円
◉平均年齢　41.94歳
◉被扶養者数　4,745人
◉前期高齢者（65歳以上 75歳未満の被保険者及び被扶養者）加入率　3.718%
◉健康保険料率　1,000分の105
・一般保険料率　1,000分の103.77
　基本保険料率　1,000分の57.792
　特定保険料率　1,000分の45.978
・調整保険料率　1,000分の1.23

◉介護保険の対象となる被保険者数 4,802人
◉介護保険料率　1,000分の 18

予算の基礎となった数字

（男性 4,102 人、女性 3,148 人）
（被保険者 1,900 人、被扶養者 1,100 人）

（男性 344,393 円、女性 204,174 円）

（男性 42.82 歳、女性 40.75 歳）

（事業主 1,000分の53 被保険者 1,000分の52）
（事業主 1,000分の52.385 被保険者 1,000分の51.385）
（事業主 1,000分の29.396 被保険者 1,000分の28.396）
（事業主 1,000分の22.989 被保険者 1,000分の22.989）
（事業主 1,000分の0.615 被保険者 1,000分の0.615）

（事業主 1,000分の9 被保険者 1,000分の9）
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基本健診（定期健診項目と特定健診項目）の内容

付加検査の内容 特定健診内容

平成30年度

　当健保組合が実施する健診は、基本健診（事業主が行う
『定期健康診断（労働安全衛生法）』と、『特定健診』の両方
の検査項目を兼ね備えた健診）＋付加健診を組み合わせた
ものです。

①医師診察
②計測� （身長、体重、肥満度、腹囲）
③血圧
④視力、聴力
⑤血液検査
脂質検査� （総コレステロール等）
肝機能検査�（GOT,GPT等）
代謝系検査�（血糖、HbA1c、尿糖）
貧血検査� （血色素、赤血球等）
痛風検査� （尿酸）
腎機能検査�（クレアチニン）

⑥尿検査� （尿蛋白）
⑦胸部レントゲン検査
⑧心電図検査

Ａ　胃部レントゲン検査（50歳以上の希望者）
Ｂ　大腸ガン検査（便潜血2回法）
Ｃ　子宮細胞診検査
Ｄ　マンモグラフィー又は
　　乳房超音波検査
　　原則として受診者が40歳以上は
　　マンモグラフィー、40歳未満は乳房超
　　音波検査

Ｅ　腹部超音波検査

婦人科検査

【疾病予防事業】

㋐　問診
㋑　計測
㋒　身体診察
㋓　血圧
㋔　脂質検査
㋕　肝機能検査
㋖　代謝系検査
㋗　尿検査

特定健診項目

保健事業のあらまし
（健康づくり事業）
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平成30年度 健診事業スケジュール
健診の種類 スケジュール等

特定健診

●５月に各家庭へ健診案内を送付（40歳以上の被扶養者を対象）
　①当組合の契約健診機関で受診
　②�近総協（近畿総合健康保険組合協議会）主催の近畿地区（約60ヵ所）での巡回健
診を受診

　③受診券を使用して近隣の特定健診を行っている健診機関で受診
　　以上より各自が選択

基本健診 ●11月に各事業所へ健診案内を送付

婦人健診
●�５月に35歳以上の女性被扶養者（家族）がいらっしゃる各家庭へ健診案内を送付（特定
健診の案内と同時に）
●５月に35歳以上の女性被保険者に対し、各事業所へ健診案内を送付

節目健診 ●５月に満40歳・満50歳・満60歳の被保険者がいらっしゃる事業所へ健診案内を送付

人間ドック ●随時、健康保険組合へ申込み

受診までの
流れ

❶上記の健診申込書（いずれか一つ）を健康保険組合へ送付
　　➡
❷健診機関から受診セットの送付
　　➡
❸受診
　　➡
❹健診機関から健診結果の送付

平成30年度　健診事業スケジュール表
平　　成　　30　　年 平　成　31　年

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

特
定
健
診

基
本
健
診

婦
人
健
診

節
目
健
診

予
防
接
種

周知

周知

周知

周知

５月に各家庭へ健診案内を送付

６月に該当する被保険者リストとともに事業所へ健診案内を送付

11月に各事業所へ
健康案内を送付

35歳以上の女性被扶養者宅へ健診案内送付（特定健診と同時）
35歳以上の被保険者に対して各事業所へ健診案内を送付

対象者 40歳以上の被保険者及び被扶養者

対象者 満40歳・満50歳・満60歳の被保険者

対象者 全被保険者・全被扶養者

対象者 35歳以上の被保険者及び被扶養者

対象者 全被保険者

※�同年度内（４月から翌年３月まで）に二つ以上の
健診を受けられた場合、一つだけ補助金の対象
となり、残りの健診は実費扱いとなります。

契約健診機関で受診
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平成30年度　保健事業内容
項　目 対象者 健診項目

付加健診の内容 受診者
一部負
担金Ａ 胃 Ｂ 大腸 Ｃ 子宮 Ｄマンモ又

は乳超音波
Ｅ

腹超音波

■基本健診 全被保険者 基本健診
①～⑧

2,500円
○ ○ 4,500円

○ 3,000円
○ ○ ○ 4,000円

○ ○ 3,500円

■節目健診 満40歳・満50歳・満60歳
の被保険者

基本健診
①～⑧

○ ○ ○ 5,000円
○ ○ ○ ○マンモ ○ 6,000円

■婦人健診 35歳以上の女性
（被保険者又は被扶養者）

基本健診
①～⑧

○ ○ ○ ○ 5,500円
○ ○ ○ 4,000円

■特定健診 40歳以上の被保険者
又は被扶養者

特定健診
㋐～㋗ 1,000円

※胃のレントゲン検査が間接撮影の場合、一部負担金は1,000円安くなります。
※胃のレントゲン検査は、各健診項目（節目健診は除く）において50歳以上の希望者は受診することができます。

■各種補助金の支給 被保険者 入社時健康診断、定期健康診断を実施した事業所に対して、被保険者
一人当たり2,000円を支給します。

■人間ドック 被保険者
短期人間ドック（1泊2日コース） 健診費用の1／ 2（税抜）を補助。

ただし、1泊2日コース　31,750円
半日コース　21,500円を限度日帰り人間ドック（半日コース）

■ インフルエンザ 
予防接種の補助 被保険者及び被扶養者 インフルエンザ予防接種を受けられた方に、2,000円を限度に補助金

を支給します。
■ 成人用肺炎球菌 

ワクチン 
自己負担額補助金

被保険者及び被扶養者 成人用肺炎球菌ワクチンの定期接種を受けられた方に、自己負担額を
補助金として支給します。

■ ピロリ菌検査の
　補助

35歳以上の被保険者
及び被扶養者

胃がんの原因と言われるピロリ菌検査を受けられた方に、1,500円を
限度に補助金を支給します。

■ 救急保健常備薬の
斡旋 家庭用、職場用の救急常備薬や保健薬その他保健衛生用品を、年2回（5月・11月）に斡旋します。

■保健師活動 保健師が各事業所を訪問して、保健指導を実施いたします。また、電話での「健康相談」も受付け
ています。

■健保だよりの発行
健保組合からのお知らせ、健康保険に関する解説、その他健康づくりなどについて、分かり易く親
しみやすい内容の「健保だより」を発行しています。菓子健保のホームページからも「健保だよ
り」を見ることができます。� （4月・10月の年2回発行）

■育児書の発行 はじめて出産されたご家庭に、育児書の月刊誌「赤ちゃんとママ」を1年間、その後、季刊誌
「一・二・三歳」をさらに1年間お送りしています。

■医療費のお知らせ
2月末に前年1月から12月までの受診月、受診医療機関名、医療費総額、患者一部負担額などをお
知らせしています。「医療費確定申告」等の参考資料としてお役に立っています。
� （2月の年1回通知）

■ 健康管理事業 
運営委員会の開催

費用対効果をみながら、健康管理事業をより円滑にしかも効果的に実施できるよう、健康管理事業
運営委員会を開催し検討しています。� （5月・11月の年2回開催）

■ 特定健診・特定 
保健指導の事業

40歳以上の被保険者又は被扶養者が特定健診を受ける場合に、受診券や健診機関リスト等を発行
します。また、健診結果から「動機づけ支援」や「積極的支援」の対象者を選定し、継続的な保健
指導を実施して生活習慣の改善を求めます。

■ スポーツクラブ
「ルネサンス」と
法人契約締結

被保険者及び被扶養者 個人会員よりも安価で㈱ルネサンス直営施設を利用できます。

■ かんぽの宿との 
利用提携 被保険者及び被扶養者

「健康保険被保険者証」をご提示で、1名1泊あたり500円割引
（1泊2食ご利用の小学生以上の方）※所持人及び同伴者3名まで対象

詳しくは裏表紙をご覧下さい。

■ 関西サイクルスポーツ 
センターと法人契約締結 被保険者及び被扶養者 割引料金で利用できます。
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所得区分 1ヵ月の自己負担限度額
外来・個人ごと 入院・世帯

現役並み所得者
（標準報酬月額28万円以上） 44,400円 80,100円＋（総医療費－267,000円）×1％

［多数該当　44,400円］
一般（標準報酬月額26万円以下） 12,000円 44,400円
低所得Ⅱ（住民税非課税・年金収入80万円～160万円） 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ（住民税非課税・年金収入80万円以下） 15,000円

所得区分 70歳以上75歳未満
標準報酬月額83万円以上

670,000円
標準報酬月額53万円～
標準報酬月額79万円
標準報酬月額28万円～
標準報酬月額50万円
標準報酬月額26万円以下 560,000円
低所得Ⅱ（住民税非課税・年金収入80万円～160万円） 310,000円
低所得Ⅰ（住民税非課税・年金収入80万円以下） 190,000円

所得区分 70歳以上75歳未満
標準報酬月額83万円以上 2,120,000円
標準報酬月額53万円～
標準報酬月額79万円 1,410,000円

標準報酬月額28万円～
標準報酬月額50万円 670,000円

標準報酬月額26万円以下 560,000円
低所得Ⅱ（住民税非課税・年金収入80万円～160万円） 310,000円
低所得Ⅰ（住民税非課税・年金収入80万円以下） 190,000円

●１日当たりの居住費（光熱水費相当額） 一　般 医療の必要性の高い患者
平成29年9月まで 320円 0円

平成29年10月から平成30年3月まで 370円 200円
平成30年4月以降 370円

負
担
能
力
に
応
じ
た
公
平
な
費
用
負
担
に
よ
り
︑

制
度
を
持
続
可
能
に
す
る
た
め
に
︑
健
康
保
険
の
制
度
改
正
が
行
わ
れ
ま
す
︒

70歳以上の人

70歳以上の人

65歳以上の人

１高額療養費の自己負担限度額の見直し

2高額介護合算療養費の所得区分と自己負担限度額の見直し

3生活療養標準負担額の居住費の引き上げ

　世代間の負担の公平性や能力に応じた費用負担とするために、70歳以上の人の高額療養費の自己負担
限度額が見直されます。見直しは平成29年８月からと平成30年８月からの２段階に分けて行われます。

　毎年８月から翌年７月までの 12 ヵ月間に、医療と介護の自己負担額の合計が限度額を超えると高額介護合算療養費として払い戻
しが受けられます。70 歳以上の人の自己負担限度額について、平成 30年８月から見直しが行われます。

　65 歳以上の人が慢性病で長期入院する際は、医療費とは別に入院時生活療養費を負担します。その居住費部分について、段階
的に引き上げが行われます。医療の必要性の高い患者の場合は経過措置があります。

平成29年７月まで

平成30年７月まで 平成30年８月以降

平成29年８月から平成30年７月まで

平成30年８月以降

70歳以上75歳未満の人の高額療養費の自己負担限度額

70歳以上75歳未満の人の高額介護合算療養費の自己負担限度額

生活療養標準負担額

※難病患者の負担はありません。

所得区分 1ヵ月の自己負担限度額
外来・個人ごと 入院・世帯

現役並み所得者
（標準報酬月額28万円以上） 57,600円 80,100円＋（総医療費－267,000円）×1％

［多数該当　44,400円］

一般（標準報酬月額26万円以下） 14,000円
（年間上限144,000円）

57,600円
［多数該当　44,400円］

低所得Ⅱ（住民税非課税・年金収入80万円～160万円） 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ（住民税非課税・年金収入80万円以下） 15,000円

所得区分 1ヵ月の自己負担限度額
外来・個人ごと 入院・世帯

標準報酬月額83万円以上 252,600円＋（総医療費－842,000円）×1％
［多数該当　140,100円］

標準報酬月額53万円～
標準報酬月額79万円

167,400円＋（総医療費－558,000円）×1％
［多数該当　93,000円］

標準報酬月額28万円～
標準報酬月額50万円

80,100円＋（総医療費－267,000円）×1％
［多数該当　44,400円］

一般（標準報酬月額26万円以下） 18,000円
（年間上限144,000円）

57,600円
［多数該当　44,400円］

低所得Ⅱ（住民税非課税・年金収入80万円～160万円） 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ（住民税非課税・年金収入80万円以下） 15,000円

限度額の
引き上げ

区分の
見直し

限度額の
引き上げ

限度額の
引き上げ

健
康
保
険
の
主
な
制
度
改
正
の
お
知
ら
せ

平
成
₃₀
年
度
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今さら聞けない
「メタボって何？」
健診を上手に生かして、脱メタボ！

監修／村山恵津子　一般財団法人 日本健康文化振興会・保健師

　メタボとは、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の略であることは、皆さんもご存じの
ことと思いますが、「たかがメタボ」と甘く見ることは危険です。
　内臓脂肪型肥満の状態を長年放置したままにしておくと、ある日突然、心筋梗塞や脳梗塞を引
き起こし、寝たきりや認知症発症ということにもなりかねません。
　そうなったときに気付いても遅いのです。今のうちから、健診や特定健診を受けて予防のきっか
けづくりにしていきましょう。

生活習慣病を防ぐ

S e l f  C a r e

具合の悪い
症状って

まったくないのに

生活習慣改善で
良くなるのはなぜ？

何を見直せば
いいのか？

メタボの
何が悪い？

運動
してるんだけど
なあ・・・
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な
ぜ
、「
内
臓
脂
肪
を
減
ら
し
て
お
な

か
周
り
を
減
ら
し
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
こ

と
が
盛
ん
に
い
わ
れ
る
の
で
し
ょ
う
。

  

「
別
に
元
気
だ
し
、
体
調
も
悪
く
な
い

の
に･･･

。
減
量
を
す
る
も
し
な
い
も
、

私
の
勝
手
で
し
ょ
う
！
」

ふ
に
落
ち
な
い
気
持
ち
で
い
る
よ
り
、

内
臓
脂
肪
が
増
え
る
と
い
っ
た
い
何
が
良

く
な
い
か
、
そ
の
理
由
を
詳
し
く
知
っ
て

納
得
し
ま
し
ょ
う
。

お
な
か
の
中
に
は
い
ろ
い
ろ
な
膜
が
あ

り
ま
す
。
胃
の
下
か
ら
出
て
い
る
カ
ー
テ

ン
の
よ
う
な
ひ
だ
状
の
膜
が
垂
れ
下
が
っ

て
い
て
、
こ
れ
を
大
網
膜
と
い
い
ま
す

が
、
そ
の
部
分
に
脂
肪
が
付
き
ま
す
。
消

化
管
の
腸
は
全
長
数
メ
ー
ト
ル
に
も
な

り
、
そ
れ
を
支
え
る
腸
間
膜
と
い
う
膜
に

も
、
脂
肪
が
付
き
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
付

い
た
脂
肪
が
内
臓
脂
肪
で
す
。

内
臓
脂
肪
細
胞
の
一
つ
一
つ
か
ら
ホ
ル

モ
ン
様
物
質
の
「
ア
デ
ィ
ポ
ネ
ク
チ
ン
」

を
分
泌
し
て
血
圧
を
上
げ
な
い
よ
う
に
し

た
り
、
血
糖
や
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
な
ど
も

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。
体
に

と
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
調
節
を
し
て
く
れ
る

た
い
へ
ん
良
い
物
質
を
出
し
て
い
る
の
で

内
臓
脂
肪
型
肥
満
が

注
目
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
？

内
臓
脂
肪
細
胞
は
、

お
な
か
の
中
の
ど
こ
？

内
臓
脂
肪
は
私
た
ち
の

体
に
と
っ
て
大
事
な
も
の

す
。
で
あ
れ
ば
、
内
臓
脂
肪
細
胞
が
大
き

け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
も
っ
と
た
く
さ
ん

良
い
物
質
を
出
し
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
く

れ
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
思
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
し
か
し
、
実
際
は
そ
う
は
な
ら

な
い
の
が
内
臓
脂
肪
の
性
格
な
の
で
す
。

必
要
以
上
に
大
き
く
な
っ
た
内
臓
脂
肪

細
胞
は
、
今
度
は
体
に
と
っ
て
不
都
合
な

物
質
を
出
す
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
血
圧

を
上
げ
る
、
血
糖
や
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
上

昇
、
そ
し
て
、
ア
デ
ィ
ポ
ネ
ク
チ
ン
の
分

泌
が
激
減
し
ま
す
。
血
栓
と
い
う
血
の
塊

を
血
管
内
で
で
き
や
す
く
し
ま
す
。

そ
れ
が
巡
っ
て
心
臓
の
冠
動
脈
で
詰
ま

れ
ば
心
筋
梗
塞
、
脳
の
血
管
で
詰
ま
れ
ば

脳
梗
塞
を
引
き
起
こ
し
ま
す
。
内
臓
脂
肪

細
胞
の
肥
大
化
は
大
変
危
険
な
状
態
が
続

い
て
い
く
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
で
す

か
ら
、
必
要
以
上
に
大
き
く
な
っ
た
内
臓

脂
肪
細
胞
を
元
の
大
き
さ
に
戻
し
て
お
く

こ
と
が
大
切
な
の
で
す
。

内
臓
脂
肪
は
肥
大
化
す
る
と

悪
さ
を
始
め
ま
す

【正常な脂肪細胞】

【肥大化した脂肪細胞】

内臓脂肪以外にも脂肪のたまる場
所があります。肝臓にたまれば脂
肪肝、筋肉にたまれば脂肪筋です。
本来たまることのない場所にも脂
肪がたまるようになったのは、や
はり砂糖や油脂の取り過ぎによる
食生活や生活リズムの乱れ、運動
不足など生活習慣に起因している
といえるでしょう。

ちょっと
心配なこと

（10年、20年の歳月が流れ…）
いつの間にか
そっと忍び寄る怪しい影

仕事の
付き合いも
大変

タバコは
やめられない

脂っこい
食事が
多くなった

清涼
飲料水は
欠かせない

おやつも
大好き

ストレス
解消に
お酒の量も
増えていった

夕食時間が
遅いので

翌日の朝食は
食べられない
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スポーツクラブ ルネサンス 法人利用ご案内
大阪菓子健康保険組合の皆さまへ 

円/月 
（税込） 8,424 円/回 

（税込） 1,620 
14 2018年 4 土 6 3 日 

名称を変更します→ 
各法人により指定がある場合もございます。 
ご確認ください。 
※名称を入れることでとクラブへチラシ持参した際、 
どこの法人か確認がとりやすくなります。 

←期間設定が異なる場合は 
変更をお願いします。 

←利用料補助がある場合は、 
金額変更します。 

←各法人 専用 を貼り付けます。
※予め設置されている コードは汎用版です。

☆ コードの生成について☆
各法人ごとに合わせて営業スタッフが生成して設置します。
☞推奨 ：

『ご利用は「 」才以上』となっています→
法人によっては 才以上での
契約先もあります。
その場合は「 」を「 」変更してください。

専用ページへＧＯ！→ 
12



コーポレート会員 ご入会の方はルネサンスカード（イオンもしくはジャックス）の申し込みが必要です。（会費はルネサンスカードからの引き落としとなります。）

ルネサンス 法人会員

法人ごとの確認時提示書類を確認し→ 
必要であれば名称変更します。 
複数記載が必要な場合もあります。 

追記文言がある場合は→ 
改行して追加記入します。 

健康保険証

『ご利用は「 」才以上』となっています→
法人によっては 才以上での
契約先もあります。
その場合は「 」を「 」変更してください。 13



●収入要件

　
「
被
扶
養
者
」
と
し
て
健
康
保
険
に

入
る
と
、
か
か
っ
た
医
療
費
の
一
部
の

み
を
負
担
す
れ
ば
よ
く
、
残
り
は
健
康

保
険
組
合
が
支
払
い
ま
す
。
負
担
す
る

医
療
費
の
割
合
は
、
０
歳
〜
小
学
校
就

学
前
の
乳
幼
児
は
２
割
、
小
学
生
以
上

70
歳
未
満
の
人
は
３
割
で
す
。
70
歳
以

上
の
人
は
所
得
や
生
年
月
日
に
応
じ
て

１
〜
３
割
を
負
担
し
ま
す
。
な
お
、
被

扶
養
者
は
、
人
数
に
か
か
わ
ら
ず
保
険

料
が
か
か
り
ま
せ
ん
。

被
扶
養
者
に
な
る
主
な
条
件
は
、
①

被
保
険
者
の
三
親
等
内
の
親
族
で
あ
る

こ
と
、
②
年
間
収
入
が
１
３
０
万
円
未

満
で
被
保
険
者
の
半
分
未
満
で
あ
る
こ

と
、
③
75
歳
未
満
で
あ
る
こ
と
な
ど
で

す
。年

間
収
入
は
被
扶
養
者
に
な
っ
た
と

き
か
ら
の
年
間
見
込
み
額
で
判
断
し
ま

す
。
雇
用
保
険
の
失
業
等
給
付
や
公
的

年
金
、
健
康
保
険
の
傷
病
手
当
金
や
出

産
手
当
金
も
含
ま
れ
る
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

被
扶
養
者
に
な
る
に
は
、
健
保
組
合

に
「
被
扶
養
者
（
異
動
）
届
」
を
提
出

し
て
審
査
を
受
け
ま
す
。
届
書
に
住
民

票
や
収
入
を
証
明
す
る
書
類
な
ど
を
添

付
し
、
別
居
の
場
合
は
送
金
額
が
分
か

る
書
類
（
銀
行
振
り
込
み
の
控
え
な

ど
）
も
必
要
で
す
。

な
お
、
被
扶
養
者
に
な
っ
た
後
も
定

期
的
に
健
保
組
合
で
収
入
等
を
確
認
し

ま
す
の
で
、
ご
連
絡
が
い
っ
た
際
に
は

必
要
書
類
の
提
出
に
ご
協
力
く
だ
さ

い
。健

保
組
合
の
被
扶
養
者
で
40
歳
か
ら

74
歳
ま
で
の
人
は
、
健
保
組
合
の
実
施

す
る
特
定
健
診
を
毎
年
1
回
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
受
診
結
果
に

基
づ
く
特
定
保
健
指
導
も
受
け
ら
れ
る

の
で
、
家
族
で
一
緒
に
健
康
づ
く
り
に

取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

被
扶
養
者
は
保
険
料
を

負
担
せ
ず
に

医
療
費
は
一
部
の
み
を

負
担
す
る

収
入
条
件
は
昨
年
実
績
で
な
く

こ
れ
か
ら
の
見
込
み
で
判
断

被
扶
養
者
の
条
件
と
手
続
き

被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
家
族
は
「
被
扶
養
者
」
と
し
て
、
健
康
保
険
に
入
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

被
扶
養
者
に
な
る
に
は
一
定
の
条
件
が
あ
り
、
健
康
保
険
組
合
に
届
け
出
を
し
て
審
査
を
受
け
ま
す
。

年間収入130万円未満 被保険者と同居の場合／収入が被保険者の収入の半分未満

別居の場合／収入が被保険者からの仕送り額未満

監
修
／
社
会
保
険
労
務
士
・
中
小
企
業
診
断
士　

鈴
木
政
司

家
族
健
診
も
受
け
ら
れ
る

みんなの
健康保険

下記の①②両方を満たす必要があります。

●三親等内の親族一覧

●配偶者（内縁を含む） 
●子（養子を含む）・孫・兄弟姉妹 
●父母（養父母を含む）等の直系尊属

●上記以外の三親等内の親族（義父母等） 
●内縁の配偶者の父母、連れ子 
●内縁の配偶者死亡後のその父母、連れ子

同居でなくてもよい人

同居であることが条件の人

1 2
（₆₀歳以上または障害者の場合は、
年間収入₁₈₀万円未満）
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生活の面倒を見ている親に年金収入があって
も、収入要件の範囲であれば被扶養者にできます。
別居している親の場合でも、収入要件を満たして
いれば被扶養者にできます。ただし、₇₅歳からは
どなたであっても後期高齢者医療制度に加入する
ので、被扶養者にはできません。

平成₃₀年から所得税の「配偶者控除・配偶者特
別控除」が見直され、妻のパート収入が年間₁₅₀
万円以下であれば、夫（所得金額₁︐₀₀₀万円以下）
は配偶者控除等を最大₃₈万円受けられるようにな
りました。妻の収入によっては、配偶者控除等を
受けられても被扶養者になれない場合があります。

年金暮らしの母親を
被扶養者にできますか

配偶者控除が受けられれば
妻を被扶養者にできますか
税金の配偶者控除と
健康保険の被扶養者の
基準は異なります

収入要件を満たしていれば、
74歳までは被扶養者に
できます

平
成
₂₈
年
₁₀
月
か
ら
パ
ー
ト
勤
務
の
人
の
社
会
保
険
の
適
用
範

囲
が
拡
大
さ
れ
、「
一
定
の
加
入
条
件
」
に
該
当
す
る
と
年
収
の

見
込
み
額
が
１
３
０
万
円
未
満
で
あ
っ
て
も
、
自
身
で
健
康
保
険

お
よ
び
厚
生
年
金
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
被
扶
養

者
に
は
な
れ
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

な
お
、
一
定
の
加
入
条
件
と
は
、
パ
ー
ト
先
の
従
業
員
数
が
５

０
１
人
以
上
で
あ
れ
ば
、①
週
の
所
定
労
働
時
間
が
₂₀
時
間
以
上
、

②
1
年
以
上
の
雇
用
期
間
が
見
込
ま
れ
る
、
③
賃
金
月
額
が
８
・

８
万
円
以
上
あ
る
こ
と
、
な
ど
で
す
。
従
業
員
数
が
５
０
０
人
以

下
の
場
合
、
①
②
③
の
加
入
条
件
は
同
じ
で
す
が
、
パ
ー
ト
勤
務

の
人
が
社
会
保
険
に
加
入
す
る
か
ど
う
か
は
事
業
所
に
よ
っ
て
異

な
り
ま
す
。
パ
ー
ト
先
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

パ
ー
ト
収
入
が

1
3
0
万
円
未
満
な
ら

被
扶
養
者
に
な
れ
ま
す
か

社
会
保
険
の
加
入
条
件
に

該
当
す
る
と

被
扶
養
者
に
は
な
れ
ま
せ
ん
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大阪菓子健康保険組合にご加入の皆さまへお知らせ

チェックイン時に「健康保険被保険者証」をご提示で、１名１泊あたり

500円割引！！（１泊２食ご利用の小学生以上の方）※所持人及び同伴者３名まで対象

◎割引除外日や割引対象外のプランもございます。詳しくは各宿までお問い合わせください。

かんぽの宿 検 索詳しくは、かんぽの宿ホームページをご覧ください。

との利用提携について

・ どなたにでもご利用いただけるホテル・旅館です。

・ ご利用料金は、お１人様１泊２食１１，０００円程度からです。(通常日１室２名利用時)

・ 幼児（６歳以下、小学生を除く。）の宿泊料金は無料です。
※お食事及び寝具等はご利用分のみ料金をいただいております。

●かんぽの宿は

●提携内容

●ご予約方法

ご利用日の6か月前の月の初日からお電話等でご予約いただけます。
ただし、お電話は8時30分からの受付となります。

※お電話等でのご予約とは電話、インターネット及び各宿フロントでのご予約です。

◎ご予約の際、「大阪菓子健康保険組合」の会員様であることをお知らせください。
（インターネットからご予約の際は、備考欄にご記入をお願いいたします。） ※掲載の写真は すべてイメージです。

※温泉は、源泉に加水、加温、循環ろ
過、塩素系薬剤を注入し、衛生管理
に努めています。

かんぽの宿熱海（別館）

TEL：0557－83－6111

かんぽの宿熱海（本館）
TEL：0557－83－6111

※暴力団関係者等反社会的勢力の利用をお断り

します。
※入れ墨（タトゥー）をしているお客さまは、他のお
客さまから入れ墨（タトゥー）が見えない状態での
ご利用をお願い申し上げます。
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北海道・東北 �
小 樽 0134-54-8511
一 関 0191-29-2131
酒 田 0234-31-4126
郡 山 024-984-3511
い わ き 0246-39-2670

関東・甲信・伊豆 �
大 洗 029-267-3191
潮 来 0299-67-5611
塩 原 0287-32-2845
栃木喜連川温泉 028-686-2822
磯 部 027-385-6321
寄 居 048-581-1165
鴨 川 04-7092-1231

旭 0479-63-2161
勝 浦 0470-76-3011
青 梅 0428-23-1171
箱 根 0460-84-9126
石 和 055-262-3755
諏 訪 0266-52-1551
熱 海 0557-83-6111
伊 豆 高 原 0557-51-4400

北陸・東海 �
富 山 076-469-3135
福 井 0776-36-5793
焼 津 054-627-0661
浜 名 湖 三 ケ 日 053-526-1201
知 多 美 浜 0569-87-1511
恵 那 0573-26-4600
岐 阜 羽 島 058-398-2631
鳥 羽 0599-25-4101

近畿 �
彦 根 0749-22-8090
富 田 林 0721-33-0700
大 和 平 群 0745-45-0351
奈 良 0742-33-2351
紀 伊 田 辺 0739-24-2900
有 馬 078-904-0951
赤 穂 0791-43-7501
淡 路 島 0799-82-1073

中国・四国 �
竹 原 0846-29-0141

光 0833-78-1515
湯 田 083-922-5226
観 音 寺 0875-27-6161
徳 島 088-625-1255
伊 野 088-892-1580
庄 原 0824-73-1800

九州 �
北 九 州 093-741-1335
柳 川 0944-72-6295
別 府 0977-66-1271
日 田 0973-24-0811
阿 蘇 0967-22-1122
日 南 0987-22-5171

※�暴力団関係者等反社会勢力の利用をお断り
します。

※�入れ墨（タトゥー）をしているお客さまは、
他のお客さまから入れ墨（タトゥー）が見え
ない状態でのご利用をお願い申し上げます。


